
消石灰 

（別紙，予定数量等） 
 
１ 予定数量   
１２ｔ 
  (注)購入予定数量は見込み数量であり，購入数量を保証するものではありません。 
 
２ 納入 

(1) 原則として，呉市水道局が指定する日時に納入すること。 
(2) 納入方法は，当局浄水課職員が立会いのもと，職員が指定する場所に納入する。 
(3) １回当たりの納入数量は，原則として４ｔ（２００袋／２０ｋｇ）とする。 
(4) 納入時には，その都度，納入数量が分かる納品書を提出すること。 
(5) 納入時には，使用済みの消石灰の袋を引き取り，処分すること。 

 
３  納入場所 
  呉市平原町 26-51 呉市水道局平原浄水場 
 
４ 支払い 
  月末締めとし，納入者が適法な請求書を水道局に提出し，水道局が請求書を受理した日から 
 30日以内に代金を支払う。 
 
５ 提出書類 
毒物劇物一般販売業の登録票の写しを提出すること。ただし，既に提出している場合におい 
て，登録票の有効期間が満了になっていないときは，提出しなくてよい。 


